
【
申
込
か
ら
助
成
金
受
領
ま
で
の
手
順
】

① 

ご
自
身
で
健
診
機
関
へ
直
接
連
絡
を
し

て
、
健
診
日
の
予
約
を
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　

⇩

②
役
場
の
担
当
窓
口
で

　

 『
人
間
ド
ッ
ク
等
申
込
書
』
に
必
要
事

項
を
記
入
・
押
印
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　

⇩

③
健
診
機
関
で
受
診
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　

⇩

④ 

役
場
の
担
当
窓
口
で
、
助
成
金
の
申
請

を
行
い
ま
す
。

〈
持
参
す
る
も
の
〉

　

○
健
診
料
の
領
収
書 

○
健
診
結
果

　

○
認
印 

○
振
込
先
口
座
の
通
帳

　
　
　
　
　
　

⇩

⑤ 

後
日
、
指
定
口
座
に
助
成
金
が
振
り
込

ま
れ
ま
す
。

【
助　

成　

金　

額
】

（
人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
・
併
用
ド
ッ
ク
共
通
）

○
上
限　

２
５
，
０
０
０
円

○ 
健
診
料
の
差
額
分
は
個
人
負
担
と
な
り

ま
す
。

※ 

人
間
ド
ッ
ク
の
検
査
項
目
に
特
定
健
康
診

査
の
検
査
項
目
が
す
べ
て
含
ま
れ
て
い
る

場
合
、
特
定
健
康
診
査
を
受
診
し
た
と
み

な
す
こ
と
が
で
き
、
健
診
結
果
に
よ
り
、

特
定
保
健
指
導
の
対
象
者
と
な
り
ま
す
。

保
養
施
設
利
用
助
成
制
度

～神川町国保・後期高齢者医療制度からのお知らせ～

人間ドック・脳ドック助成事業人間ドック・脳ドック助成事業
保養施設利用助成制度保養施設利用助成制度

【注意！】利用前に必ず、役場担当窓口で申込みをお済ませください。
【申込み・問合せ】　保険健康課☎０４９５－７７－２１１３

　

ご
家
族
や
お
友
達
と
の
思
い
出
作
り
に
、

ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

【
対
象
者
】

▼
神
川
町
国
保
加
入
者

　

 

利
用
申
請
日
に
神
川
町
国
保
に
加
入
さ

れ
て
い
る
方

▼
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入
者

　

 

利
用
申
請
日
に
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
加
入
さ
れ
て
い
る
方

【
助
成
金
】

　

２
，０
０
０
円
（
年
度
内
１
人
１
回
限
り
）

【
利
用
で
き
る
施
設
】

・
冬
桜
の
宿
神
泉

・ 

埼
玉
県
国
保
連
合
会
が
提
携
す
る
指
定

保
養
施
設
（
全
国
約
３
０
０
の
ホ
テ
ル
、

旅
館
等
）

※ 

詳
し
く
は
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

い
た
だ
く
か
、
担
当
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

※ 

神
泉
総
合
支
所
で
も
、
申
込
み
の
取
り

次
ぎ
を
行
っ
て
い
ま
す
。

企業誘致優遇制度企業誘致優遇制度（平成28年４月より適用）（平成28年４月より適用）
問合せ　経済観光課　☎０４９５－７７－０７０３

問合せ　総務課　☎０４９５－７７－２１１４

　平成28年４月から町内で農業、製造業、情報通信業、運輸業等の事業所を新設または増設した事業者
が一定の要件を満たした場合、次の優遇制度を受けられるようになります。

優遇制度を受けるには　次のいずれかに該当する必要があります。
○ 新設事業所の用地面積が3,000㎡以上、または増設1,500㎡以上で、かつ、事業開始に伴い、町内居住
者１人以上の新規雇用があること。

○ 新設事業所の投下固定資産額が１億円以上、または増設５千万円以上で、かつ、事業所の事業開始に
伴い、町内居住者１人以上の新規雇用があること。

優遇制度の種類
１．施設　奨励金
　事業所の用に供するため取得した土地、家屋及び償却資産に賦課される固定資産税に相当する額を、事業開始後最初に
課税される年度から起算して３年間交付します。

２．雇用促進　奨励金
　新規雇用者一人当たり15万円（300万円を限度）を１回に限り交付。対象となる新規雇用者は、事業所において事業を開
始する日以前から町内に居住し、住民基本台帳に記録されており事業開始日から１年以上継続して雇用された者とします。

３．法人町民税　奨励金
　事業開始日の翌年度に課税される法人町民税に相当する額（100万円を限度）を、１回に限り交付します。

４．埋蔵文化財調査　奨励金
　事業所の用に供するため取得した土地において、埋蔵文化財調査に要した費用の２分の１に相当する額（500万円を限度）
を、１回に限り交付します。
　すでに神川町内で事業を行っている場合でも、増設での優遇措置を受けることができます。
　この場合は、上記１、２、４の優遇制度が該当となります。
※増設… 町内に事業所を有する者が既存の事業所のほかに同一業種の事業所を町内に設置すること、または既存の事業所の敷地内も

しくは隣接して当該事業所を拡張すること。

　町では、平成28・29年度において町が発注する小規模工事等の執行に際して、受注希望がある小規模
事業者を対象に、業者登録申請の受付を行います。
　対象契約金額については１件50万円未満、申請業種については５業種以内とします。
【登録業種（全業種）】
　　　　　①建設工事[土木、建築、とび、電気、管、造園等]
　　　　　②設計、調査、測量業務
　　　　　③土木施設等維持管理
　　　　　④物品、印刷、業務委託等
　　　　　⑤その他の業種
【提出書類】⑴神川町小規模工事等契約希望者登録申請書
　　　　　⑵希望業種に必要な資格又は免許等の写し
　　　　　　（建設業許可を受けている事業者は、許可証の写し）
【受付期間】３月22日（火）から随時受付（休日を除く。）
【受付時間】午前８時30分～ 12時、午後１時～５時15分
【受付場所】役場総務課、支所地域総務課
【登録期間】平成28年４月１日～平成30年３月31日
【そ の 他】申請書は、役場総務課、支所地域総務課又は神川町商工会窓口まで。
【登録申請できない事業者】
　　　　　⑴神川町内に現住所を有していない事業者
　　　　　⑵神川町の入札参加資格者名簿（建設工事・物品等）に登録されている事業者

　

健
康
で
楽
し
い
毎
日
を
送
る
た
め
に
も
、

年
に
一
度
は
体
の
チ
ェ
ッ
ク
を
し
ま
せ
ん

か
。
健
康
診
断
は
、
自
分
の
体
を
知
る
良

い
き
っ
か
け
に
な
り
ま
す
。

　

神
川
町
で
は
、
次
の
と
お
り
人
間
ド
ッ

ク
・
脳
ド
ッ
ク
の
受
診
者
に
対
し
て
助
成

事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

【
対　
　

象　
　

者
】

▼
神
川
町
国
保
加
入
者

・ 
人
間
ド
ッ
ク
等
の
受
診
日
に
引
き
続
き

６
か
月
以
上
神
川
町
国
保
に
加
入
さ
れ

て
い
る
、
30
歳
以
上
の
方
で
国
保
税
を

滞
納
し
て
い
な
い
世
帯
の
方

▼
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入
者

・ 

人
間
ド
ッ
ク
等
の
受
診
日
ま
で
に
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
さ
れ
て
い
る

方
※ 

助
成
は
年
度
内
１
人
１
回
ま
で
と
な
り
ま

す
。

※ 

町
の
健
康
診
断
（
特
定
健
診
）
を
受
け
る

方
は
、
助
成
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

　

 

（
た
だ
し
、
脳
ド
ッ
ク
助
成
は
申
請
で
き
ま

す
。）

※ 

神
泉
総
合
支
所
で
も
、
申
込
み
の
取
り
次

ぎ
を
行
っ
て
い
ま
す
。

人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
助
成
事
業
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小規模工事等の契約希望業者登録申請について


